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図表１ 改選議席数 

 

労働党 

保守党 

自民党 

その他 

合計 

今回獲得議席 

356 

197 

62 

30 

645

解散時 

408 

160 

54 

37 

659

増減 

△52 

37 

8 

△7 

△14

 

イ
ギ
リ
ス
／
ブ
レ
ア
労
働
党

勝
利
も
三
期
目
は
前
途
多
難 

　
二
〇
〇
五
年
五
月
五
日
、
ブ
レ
ア

首
相
率
い
る
労
働
党
は
英
下
院
選
挙

で
勝
利
し
、
三
期
目
の
政
権
確
保
を

果
た
し
た
。
英
国
の
近
代
史
上
、
連

続
三
選
を
果
た
し
た
の
は
保
守
党
サ

ッ
チ
ャ
ー
元
首
相
だ
け
で
あ
り
、
ブ

レ
ア
首
相
が
当
日
の
会
見
で
「
歴
史

的
な
日
」
と
胸
を
張
っ
た
よ
う
に
、

労
働
党
に
と
っ
て
は
歴
史
に
残
る
勝

利
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、

イ
ラ
ク
戦
争
へ
の
批
判
票
が
膨
ら
む

な
ど
、
大
幅
に
議
席
数
を
減
ら
す
結

果
と
な
り
、
か
つ
て
の
ブ
レ
ア
人
気

に
も
翳
り
が
見
え
る
。
今
回
の
勝
利

は
順
調
な
経
済
が
追
い
風
に
な
っ
た

も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
憲
法
の

批
准
や
ユ
ー
ロ
の
導
入
な
ど
欧
州
と

の
関
係
、
ま
た
国
内
に
お
い
て
は
年

金
改
革
や
移
民
問
題
な
ど
、
三
期
目

の
船
出
は
順
風
で
あ
る
も
の
の
、
い

つ
風
向
き
が
変
わ
る
か
判
ら
な
い
。 

  
労
働
党
の
勝
利
と
い
う
よ
り
保
守

党
の
敗
北 

　
一
九
九
七
年
に
四
三
歳
で
颯
爽
と

登
場
し
て
八
年
。
ブ
レ
ア
首
相
は
「
ニ

ュ
ー
レ
ー
バ
ー
」
を
合
言
葉
に
労
働

党
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
新
し
た
。
党
是

だ
っ
た
国
有
化
政
策
を
放
棄
し
、
市

場
重
視
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
路
線
を
継
承
。

党
の
表
看
板
と
し
て
そ
れ
ま
で
低
迷

し
て
い
た
党
を
中
道
寄
り
に
変
身
さ

せ
た
。
結
果
は
政
権
を
獲
得
し
て
以

降
、
経
済
は
一
貫
し
て
プ
ラ
ス
成
長
。

低
金
利
が
住
宅
購
入
熱
を
呼
び
、
資

産
価
格
の
上
昇
が
さ
ら
に
消
費
を
刺

激
す
る
と
い
う
好
循
環
が
続
い
て
い

る
。
経
済
の
好
調
を
背
景
に
雇
用
市

場
も
安
定
し
、
失
業
率
は
四
％
台
に

ま
で
低
下
、
一
〇
％
前
後
の
独
仏
と

比
し
て
国
民
の
不
満
は
少
な
い
。
手

堅
い
経
済
運
営
で
、
欧
州
先
進
国
の

中
で
も
安
定
度
は
群
を
抜
く
。 

 

二
〇
〇
一
年
の
総
選
挙
で
地
滑
り

的
大
勝
利
を
収
め
た
の
も
、
ブ
レ
ア

首
相
本
人
の
功
績
が
大
き
か
っ
た
。

し
か
し
、
今
回
の
選
挙
で
は
野
党
と

の
議
席
差
は
一
気
に
半
減
、
ブ
レ
ア

人
気
の
「
神
通
力
」
が
も
は
や
通
じ

な
い
こ
と
を
露
呈
す
る
格
好
と
な
っ

た
。
五
二
回
目
の
誕
生
日
を
迎
え
た

そ
の
日
は
丁
度
、
自
身
の
六
回
目
の

下
院
当
選
発
表
の
日
と
重
な
っ
た
が
、

首
相
の
表
情
は
厳
し
く
笑
顔
は
少
な

か
っ
た
と
い
う
。
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
通

し
て
も
、
白
髪
は
増
え
、
眉
間
の
立

て
皺
は
深
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

人
気
低
落
の
要
因
と
し
て
は
、
ま
ず

イ
ラ
ク
戦
争
へ
の
対
応
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
が
、
国
民
が
労
働
党
政
権
に
次

第
に
飽
き
つ
つ
あ
る
の
も
事
実
。
し

か
し
対
す
る
保
守
党
は
、
イ
ラ
ク
参

戦
で
は
同
一
の
立
場
で
あ
り
、
経
済

で
は
ブ
レ
ア
政
権
を
攻
め
に
く
く
、

移
民
規
制
な
ど
社
会
不
安
の
解
消
に

重
点
を
置
く
戦
術
を
と
っ
た
が
、
今

ひ
と
つ
攻
め
手
に
欠
け
た
。
今
回
の

勝
利
は
そ
う
し
た
意
味
で
、
労
働
党

の
勝
利
と
い
う
よ
り
、
保
守
党
の
敗

北
と
い
っ
た
色
彩
が
強
い
。
ま
た
、

今
回
の
労
働
党
の
勝
利
は
、
ブ
レ
ア

の
勝
利
で
は
な
く
、
経
済
の
舵
取
り

を
し
て
き
た
影
の
立
役
者
ブ
ラ
ウ
ン

財
務
相
の
勝
利
だ
と
い
う
声
も
聞
か

れ
る
。
白
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
に
し
か
袖

を
通
さ
な
い
と
言
わ
れ
る
清
貧
の
徒

ブ
ラ
ウ
ン
氏

の
堅
実
な
経

済
運
営
手
腕

は
誰
も
が
認

め
る
と
こ
ろ
。

イ
ラ
ク
戦
争

で
人
気
失
墜

し
た
ブ
レ
ア

首
相
か
ら
、

地
味
だ
が
国

民
の
人
気
の

高
い
ブ
ラ
ウ

ン
氏
に
禅
譲

す
る
日
は
案

外
近
い
の
か

も
し
れ
な
い
。 

　
ブ
レ
ア
首

相
は
六
日
、

首
相
官
邸
前

で
声
明
を
発

表
、
「
国
民

の
声
は
謙
虚
に
受
け
止
め
て
い
く
」

と
述
べ
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
世
論
を

重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
イ
ラ
ク

戦
争
の
代
償
と
し
て
支
持
率
の
低
下

を
甘
受
し
た
三
期
目
の
ブ
レ
ア
政
権

に
は
、
Ｅ
Ｕ
憲
法
批
准
問
題
、
年
金

問
題
、
育
児
法
改
正
、
移
民
問
題
な

ど
、
今
回
の
選
挙
で
は
あ
ま
り
議
論

さ
れ
な
か
っ
た
重
い
課
題
が
残
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。 

  

Ｅ
Ｕ
憲
法
の
批
准 

　
最
大
の
難
関
は
Ｅ
Ｕ
憲
法
の
批
准

問
題
。
英
国
は
二
〇
〇
六
年
春
に
も

Ｅ
Ｕ
憲
法
批
准
の
是
非
を
問
う
国
民

投
票
を
実
施
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、

六
月
六
日
、
先
の
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ラ

ン
ダ
の
否
決
を
受
け
て
、
批
准
手
続

き
の
凍
結
を
決
め
た
。
憲
法
発
効
に

は
Ｅ
Ｕ
加
盟
二
五
カ
国
す
べ
て
の
批

准
が
必
要
だ
が
、
英
国
世
論
は
仏
蘭

以
上
に
懐
疑
的
。
三
期
目
に
入
る
ブ

レ
ア
政
権
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
を
め
ぐ

り
米
国
と
協
調
路
線
を
と
る
こ
と
の

多
か
っ
た
二
期
目
に
対
し
て
、
今
後

は
仏
独
な
ど
大
陸
欧
州
と
の
関
係
を

重
視
す
る
「
親
欧
州
路
線
」
に
軸
足

を
移
し
て
い
く
と
見
ら
れ
て
い
る
。

ブ
レ
ア
首
相
は
、
「
批
准
に
失
敗
す

れ
ば
英
国
は
孤
立
す
る
」
と
し
て
、

国
民
に
向
け
た
啓
蒙
活
動
を
今
後
強

化
し
て
い
く
方
針
だ
っ
た
が
、
今
回

の
凍
結
で
先
行
き
は
読
み
づ
ら
く
な

っ
た
。 

 

一
方
、
労
働
時
間
に
関
し
て
は
、

域
内
に
お
け
る
週
四
八
時
間
労
働
の

厳
格
な
運
用
を
図
る
欧
州
議
会
に
対

し
て
反
発
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
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図表2 第三次ブレア内閣主な顔ぶれ 

役　職 

首　相 

副首相 

財務省 

外　相 

内　相 

労働・年金相 

教育・職業技能相 

名　　　前 

トニー・ブレア 

ジョン・プレスコット（再任） 

ゴードン・ブラウン（再任） 

ジャック・ストロー（再任） 

チャールズ・クラーク（再任） 

デービッド・ブランケット 

ルース・ケリー（再任） 

英
国
で
は
四
八
時
間
の
規
制
は
一
九

九
三
年
に
施
行
さ
れ
て
い
る
が
、
政

府
は
「
英
国
経
済
が
直
面
す
る
競
争

力
の
問
題
を
考
え
れ
ば
、
労
働
時
間

の
柔
軟
性
は
放
棄
で
き
な
い
」
と
い

う
産
業
界
の
立
場
を
擁
護
、
適
用
除

外
（
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
）
を
活
用
し
、

長
時
間
労
働
を
認
め
て
き
た
。
「
労

働
者
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
」
と

し
て
適
用
除
外
を
削
除
す
る
と
し
た

欧
州
議
会
の
決
定
に
関
し
て
も
、
ブ

レ
ア
首
相
は
「
議
決
は
間
違
っ
て
い

る
」
と
発
言
、
今
後
も
引
き
続
き
適

用
除
外
を
行
使
す
る
考
え
を
示
し
て

い
る
。 

  

年
金
改
革 

　
年
金
改
革
を
担
当
し
て
い
る
Ｃ
Ｂ

Ｉ（
英
国
産
業
連
盟
）の
元
理
事
長
、

ア
デ
ー
ル
・
タ
ー
ナ
ー（Adair Turner

）

氏
は
、
自
身
の
報
告
書
の
提
出
期
限

を
一
一
月
三
〇
日
と
し
て
い
る
。
同

氏
が
検
討
し
て
い
る
主
要
な
選
択
肢

は
、
第
一
に
国
家
第
二
年
金（seco-

nd state pension

）を
国
家
基
礎
年

金（basic state pension

）
に
統
合

し
年
金
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。
も

う
一
つ
の
選
択
肢
は
、
第
二
年
金
を

強
制
と
し
、
受
給
者
が
受
け
取
る
額

と
拠
出
し
た
額
と
を
直
接
リ
ン
ク
さ

せ
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
こ
の
第
二

の
選
択
肢
に
関
し
て
は
、
国
民
に
貯

蓄
や
長
時
間
労
働
を
強
い
る
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ

り
、
第
三
次
ブ
レ
ア
内
閣
で
労
働
・

年
金
担
当
相
と
し
て
返
り
咲
い
た
ブ

ラ
ン
ケ
ッ
ト（B

lunkett

）
氏
が
調

整
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
は
困
難
と
の

見
方
も
あ
る
。
影
の
年
金
大
臣
サ
ー
・

マ
ル
コ
ム
・
リ
フ
キ
ン
ド（Sir M

al-
colm

 Rifkind

）氏
は
、
「
退
職
後
の

た
め
の
貯
蓄
を
国
民
に
強
要
す
る
こ

と
は
、
税
金
の
引
き
上
げ
と
同
じ
」

と
主
張
、
同
案
を
批
判
し
て
い
る
。 

  

移
民
問
題 

　
英
国
へ
の
移
入
を
希
望
す
る
外
国

人
労
働
者
向
け
に
新
た
な
ポ
イ
ン
ト

制
度
が
実
施
さ
れ
る
。
高
度
の
技
能

を
身
に
つ
け
、
英
語
を
流
暢
に
話
す

こ
と
の
で
き
る
移
住
者
の
み
が
、
さ

ら
に
彼
ら
が
英
国
移
民
テ
ス
ト（B

ri-
tishness test

）
に
合
格
し
た
場
合

に
限
り
永
住
を
許
可
さ
れ
る
。
過
去

に
不
正
が
あ
っ
た
国
か
ら
の
入
国
者

に
つ
い
て
は
、
担
保
金
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
出
国
し
な
か
っ
た

場
合
に
は
没
収
さ
れ
る
。
不
法
就
労

が
発
覚
す
る
と
、
雇
用
主
は
、
雇
用

し
た
不
法
労
働
者
一
人
に
つ
き
、
二

〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
罰
金
を
科
さ
れ
、

職
場
の
立
ち
入
り
検
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
よ
り
厳
格
な

制
度
が
導
入
さ
れ
る
。
こ
の
法
案
は

二
カ
月
以
内
に
下
院
に
提
出
さ
れ
る

見
通
し
。 

  

育
児
法
改
正 

　
育
児
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
。

第
一
に
、 

二
〇
〇
七
年
よ
り
産
休

手
当
が
二
六
週
か
ら
三
九
週
に
延
長

さ
れ
る
。
但
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

一
部
の
親
に
対
す
る
明
ら
か
な
優
遇

措
置
に
よ
る
他
の
従
業
員
へ
の
マ
イ

ナ
ス
の
影
響
が
あ
る
と
し
て
懸
念
す

る
向
き
も
あ
る
。
第
二
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
家
族
に

対
し
、
一
四
歳
以
下
の
児
童
を
対
象

に
、
手
ご
ろ
で
質
の
高
い
育
児
の
場

を
提
供
す
る
こ
と
。
こ
の
改
正
に
よ

り
、
地
方
自
治
体
は
十
分
な
育
児
施

設
を
提
供
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
に

な
る
。
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
、
少
な

く
と
も
三
五
〇
〇
箇
所
の
育
児
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
の
設
置
が
必
要
と
見
ら
れ

て
い
る
。 

   

就
労
不
能
給
付
法
改
正 

　
就
労
不
能
給
付
法
案
は
、
①
あ
ま

り
重
度
の
障
害
で
な
い
受
給
者
に
つ

い
て
は
、
職
に
就
か
せ
る
た
め
の
面

談
に
出
頭
し
な
い
場
合
に
給
付
を
削

減
②
重
度
の
受
給
者
（
受
給
者
全
体

の
約
二
割
）
に
は
よ
り
高
い
給
付
率

を
導
入
と
い
う
二
方
向
の
改
正
が
行

わ
れ
る
見
込
み
。
現
在
財
政
当
局
は
、

就
労
不
能
給
付
の
受
給
者
数
の
増
加

に
不
安
を
募
ら
せ
て
い
る
。
低
失
業

率
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
、
受
給

者
の
総
数
は
二
七
〇
万
人
、
年
間
費

用
は
七
七
億
ポ
ン
ド
に
達
し
て
い
る

か
ら
だ
。 

　
こ
の
改
正
案
は
、
就
労
を
希
望
す

る
者
を
職
場
に
戻
す
よ
う
支
援
し
、

一
方
で
、
就
労
不
能
者
へ
の
長
期
的

な
支
援
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

し
か
し
、
制
度
の
改
革
は
実
質
的
な

給
付
金
の
切
り
下
げ
に
つ
な
が
る
た

め
、
激
し
い
論
議
を
呼
び
そ
う
だ
。

ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
担
当
相
は
、
就
労
不

能
給
付
の
提
案
は
懲
罰
的
な
も
の
を

目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
建
設

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
、
ま

だ
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
の
姿
勢
を

示
し
た
。
同
相
は
、
提
案
に
関
す
る

広
範
な
協
議
を
約
束
し
て
い
る
。 

  

平
等
・
人
権
委
員
会
の
設
立 

　
平
等
・
人
権
法
案
は
、
二
〇
〇
七

年
ま
で
に
、
単
一
の
平
等
・
人
権
委

員
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
七
年
一
〇

月
に
、男
女
機
会
均
等
委
員
会（Equ-

al O
pportunities C

om
m

ission

）

と
障
害
者
権
利
委
員
会（D

isability 
Rights C

om
m

ission

）
を
統
合
し

よ
う
と
い
う
も
の
。
さ
ら
に
二
年
後

に
は
、人
種
平
等
委
員
会（C

om
m

iss -
ion for Racial Equality

）
と
の
合

併
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
新
し
い

委
員
会
は
、
現
在
の
枠
組
み
よ
り
も

さ
ら
に
強
力
に
差
別
に
取
り
組
む
権

限
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
商
品
と

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
お
け
る
宗
教
的

差
別
を
禁
止
し
、
性
的
指
向
、
宗
教
、

年
齢
を
根
拠
と
し
た
差
別
に
取
り
組

む
。
新
委
員
会
は
人
権
向
上
も
担
当

し
、
設
立
後
直
ち
に
、
現
在
の
法
律

に
お
け
る
抜
け
道
を
塞
ぐ
た
め
に
新

た
な
法
案
の
作
成
に
着
手
す
る
こ
と

に
な
る
。 

（
国
際
研
究
部
・
主
任
調
査
員
　 

天
瀬
光
二
） 

  

ド
イ
ツ
／
国
政
選
挙
を
今
年

秋
に
前
倒
し
へ 

　
五
月
二
二
日
に
実
施
さ
れ
た
ノ
ル

ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン

（
Ｎ
Ｒ
Ｗ
）
州
議
会
選
挙
で
与
党
社

会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
が
大
敗
し
た

こ
と
を
受
け
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
首
相

は
同
日
、
二
〇
〇
六
年
九
月
に
予
定

さ
れ
て
い
た
連
邦
議
会
選
挙
を
前
倒

し
し
、
今
年
秋
に
行
う
意
向
を
表
明

し
た
。
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
で
は
有
権
者
の
雇

用
情
勢
に
対
す
る
不
満
が
選
挙
結
果

の
要
因
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
お
り
、

今
後
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
の
労
働

市
場
改
革
を
柱
と
し
た
改
革
路
線
に

つ
い
て
、
激
し
い
議
論
が
展
開
さ
れ

そ
う
だ
。 

  

ド
イ
ツ
最
大
の
州
で
与
党
社
会
民

主
党
が
大
敗 

 

Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の
選
挙
結
果
は
、
野
党

キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）

が
得
票
率
四
四
・
八
％
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
三

七
・
一
％
、
緑
の
党
六
・
一
％
、
自

由
民
主
党
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
六
・
一
％
。

こ
れ
ま
で
は
国
政
と
同
様
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と

緑
の
党
が
州
の
連
立
政
権
を
担
っ
て

い
た
が
、
今
回
の
結
果
を
受
け
て
Ｃ 
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Ｄ
Ｕ
と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
が
連
立
を
組
む
可
能

性
が
高
い
。
議
席
数
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
に

八
九
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
に
七
四
、
緑
の
党
お

よ
び
Ｆ
Ｄ
Ｐ
に
そ
れ
ぞ
れ
一
二
が
割

り
当
て
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
同
州
で

三
九
年
間
政
権
を
維
持
し
て
き
た
が
、

今
回
は
一
九
五
四
年
の
得
票
率
（
三

四
・
五
％
）
に
次
ぐ
低
得
票
に
終
わ

っ
た
。 

　
Ｎ
Ｒ
Ｗ
は
ド
イ
ツ
最
大
の
州
で
あ

り
、
〇
六
年
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
た

総
選
挙
前
の
最
後
の
州
選
挙
だ
っ
た

た
め
、
も
と
も
と
大
き
な
注
目
を
集

め
て
い
た
。
そ
し
て
、
敗
北
が
確
定

的
と
な
っ
た
選
挙
当
日
の
夕
刻
、
シ

ュ
レ
ー
ダ
ー
首
相
は
、
こ
の
選
挙
結

果
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
を

さ
ら
に
進
め
る
た
め
の
政
治
的
基
盤

に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
」
と
述

べ
、
連
邦
議
会
選
挙
前
倒
し
の
意
向

を
表
明
し
た
。 

　
ド
イ
ツ
で
は
、
憲
法
に
相
当
す
る

基
本
法
に
よ
れ
ば
、
首
相
自
身
は
解

散
権
を
も
た
ず
、
首
相
が
連
邦
議
会

に
信
任
案
を
提
出
し
、
そ
こ
で
過
半

数
に
達
し
な
い
場
合
、
大
統
領
が
議

会
を
解
散
す
る
。
こ
の
た
め
シ
ュ
レ

ー
ダ
ー
首
相
は
ケ
ー
ラ
ー
大
統
領
と

協
議
を
行
う
一
方
、
二
四
日
に
Ｓ
Ｐ

Ｄ
の
役
員
会
で
総
選
挙
前
倒
し
の
方

針
を
確
認
し
た
。
同
首
相
は
七
月
一

日
に
も
信
任
案
を
出
す
予
定
で
、
そ

の
後
の
手
続
き
が
順
調
に
進
め
ば
、

九
月
一
一
日
か
一
八
日
の
い
ず
れ
か

に
連
邦
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。 

  

経
済
・
雇
用
情
勢
の
悪
化
が
影
響 

 

今
回
の
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
議
会
選
挙
の
背

景
に
は
、
経
済
・
雇
用
情
勢
の
悪
化

が
影
を
落
と
し
て
い
る
。
Ｚ
Ｄ
Ｆ
（
ド

イ
ツ
第
二
テ
レ
ビ
）
の
出
口
調
査
で

は
、
五
五
％
が
州
の
経
済
状
況
を
「
悪

い
」
と
し
て
お
り
、
前
回
選
挙
時
（
〇

〇
年
五
月
）
の
一
五
％
を
大
き
く
上

回
っ
た
。
ま
た
、
「
雇
用
の
創
出
」

に
つ
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｄ
を
信
頼
す
る
と
し

た
人
は
一
八
％
（
前
回
は
四
三
％
）

で
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
を
信
頼
す
る
人
が
三
九

％
（
前
回
は
二
三
％
）
に
達
し
、
五

年
前
と
立
場
が
完
全
に
入
れ
替
わ
っ

た
。 

　
こ
の
逆
境
の
も
と
で
総
選
挙
を
今

秋
に
実
施
す
る
賭
け
に
出
た
シ
ュ
レ

ー
ダ
ー
首
相
だ
が
、
失
業
給
付
制
度

を
大
幅
に
見
直
し
た
労
働
市
場
改
革

な
ど
「
痛
み
を
伴
う
」
政
策
に
対
し
、

伝
統
的
支
持
基
盤
で
あ
る
労
働
者
層

の
反
発
が
強
い
一
方
で
、
失
業
率
は

高
止
ま
り
し
た
ま
ま
目
立
っ
た
改
革

の
成
果
は
出
て
い
な
い
。
世
論
調
査

の
支
持
率
で
も
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
お
よ
び
姉

妹
政
党
Ｃ
Ｓ
Ｕ
（
キ
リ
ス
ト
教
社
会

同
盟
）
に
大
き
く
水
を
あ
け
ら
れ
て

い
る
。 

 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
雇
用
に
貢
献
し
な
い
経

済
界
と
外
資
を
批
判 

　
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
、
Ｓ

Ｐ
Ｄ
党
首
の
ミ
ュ
ン
テ
フ
ェ
リ
ン
グ

氏
は
、
四
月
中
旬
に
「
一
部
の
資
本

家
は
人
々
に
つ
い
て
何
も
考
慮
せ
ず
、

そ
の
職
場
を
根
絶
や
し
に
し
て
い
る
」

と
述
べ
、
利
益
を
あ
げ
な
が
ら
ド
イ

ツ
国
内
の
雇
用
に
貢
献
し
な
い
経
済

界
と
外
国
資
本
に
対
す
る
批
判
を
展

開
し
た
。
こ
の
「
資
本
主
義
批
判
」

は
、
そ
の
主
張
そ
の
も
の
に
つ
い
て

一
定
の
共
感
を
得
た
（
本
誌
「
先
進

諸
国
の
動
向
」
三
〇
頁
参
照
）。
し

か
し
、
こ
の
発
言
を
選
挙
目
当
て
と

受
け
取
っ
た
人
も
多
く（
週
刊
誌
『
シ

ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
の
調
査
に
よ
れ
ば
回

答
者
の
五
七
％
が
そ
う
感
じ
て
い
る
）、

政
党
支
持
の
回
復
に
は
つ
な
が
ら
な

か
っ
た
。 

　
Ｄ
Ｇ
Ｂ（
ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
）の

ゾ
マ
ー
会
長
は
、
今
回
の
州
選
挙
結

果
を
受
け
て
出
し
た
声
明
の
中
で
、

政
党
に
対
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
「
中

立
」
で
あ
る
と
し
、
来
た
る
総
選
挙

で
は｢
生
活
を
保
障
す
る
賃
金
、
社

会
国
家（Sozialstaat

）の
発
展
、
共

同
決
定
シ
ス
テ
ム
と
労
使
自
治
の
原

則
が
か
か
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
の
看
板
政

策
「
ア
ジ
ェ
ン
ダ
二
〇
一
〇
」
と
そ

の
重
要
な
核
で
あ
る
労
働
市
場
改
革

政
策
に
つ
い
て
も
、
大
規
模
な
議
論

が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。 

（
国
際
研
究
部
・
主
任
調
査
員
　 

吉
田
和
央
） 

   

 

ア
メ
リ
カ
／
著
し
い
低
下
を

見
せ
る
労
働
者
の
仕
事
満
足

度
（
一
〇
年
前
比
） 

　
一
〇
年
前
と
比
較
し
て
米
国
人
労

働
者
の
仕
事
に
対
す
る
満
足
度
が
著

し
い
低
下
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

米
Ｎ
Ｐ
Ｏ
研
究
機
関
コ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
・
ボ
ー
ド
が
五
〇
〇
〇
世
帯
を
対

象
に
行
っ
た
調
査
の
結
果
で
あ
る
。

一
九
九
五
年
の
同
調
査
で
は
、
約
六

〇
％
の
労
働
者
が
満
足
を
示
し
た
が
、

現
在
は
五
〇
％
と
一
〇
ポ
イ
ン
ト
低

下
。
そ
の
う
ち
非
常
に
満
足
と
回
答

し
た
の
は
一
四
％
に
過
ぎ
な
い
。 

 

通
勤
や
同
僚
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
大
多
数
の
労
働
者
が
満
足
し
て

い
る
が
、
会
社
の
ボ
ー
ナ
ス
制
度
、

昇
進
シ
ス
テ
ム
、
教
育
訓
練
制
度
に

は
強
い
不
満
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、

仕
事
を
す
る
の
は
収
入
の
た
め
と
割

り
切
っ
て
い
る
労
働
者
は
約
二
五
％

い
る
、
と
同
報
告
書
は
指
摘
し
て
い

る
。 

  

満
足
度
低
下
の
背
景
に
技
術
革
新

や
労
働
者
意
識
の
変
化
が 

 

仕
事
の
満
足
度
が
低
下
し
た
主
な

背
景
と
し
て
、
技
術
の
急
速
な
変
化
、

生
産
性
向
上
へ
の
圧
力
、
労
働
者
の

意
識
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
労
働

者
の
意
識
変
化
の
背
景
に
つ
い
て
、

同
報
告
書
は
、
「
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー

世
代
の
労
働
者
が
大
量
に
退
職
し
、

若
い
労
働
者
の
割
合
が
増
え
た
。
若

い
世
代
は
仕
事
満
足
度
が
低
く
、
こ

れ
ま
で
の
労
働
者
と
は
異
な
る
価
値

観
を
持
つ
。
こ
の
世
代
交
代
に
よ
っ

て
、
企
業
の
人
事
労
務
管
理
に
新
し

い
課
題
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」

と
解
説
し
て
い
る
。 

 

仕
事
満
足
度
は
全
て
の
所
得
階
層

で
下
が
っ
た
が
、
最
も
満
足
度
が
下

が
っ
た
の
は
年
収
二
万
五
〇
〇
〇
ド

ル
か
ら
三
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
の
世
帯

主
で
、
五
五
・
七
％
か
ら
四
一
・
四

％
へ
の
低
下
で
あ
っ
た
。
一
方
、
年

齢
別
に
見
る
と
、
最
も
満
足
度
が
低

下
し
た
の
は
、
三
五
歳
〜
四
四
歳
の

年
齢
層
で
六
〇
・
九
％
か
ら
四
九
・

二
％
に
下
が
っ
た
。 

  

職
場
環
境
の
整
備
や
教
育
訓
練
の

必
要
性
を
示
唆 

 

従
業
員
の
不
満
が
高
ま
る
背
景
と

し
て
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
や
、
エ

ン
ロ
ン
・
ワ
ー
ル
ド
コ
ム
な
ど
に
よ

る
企
業
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
影
響
を
指

摘
す
る
声
も
あ
る
。
従
業
員
の
仕
事

満
足
度
低
下
に
対
し
、
企
業
が
適
切

な
対
応
を
怠
る
と
、
長
期
的
に
は
企

業
経
営
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ

る
と
、
あ
る
専
門
家
は
指
摘
し
て
い

る
。
従
業
員
が
意
欲
を
持
っ
て
働
け

る
よ
う
な
環
境
の
整
備
や
、
従
業
員

を
「
人
的
資
源
」
と
み
な
し
、
教
育

訓
練
に
よ
っ
て
労
働
者
の
質
を
高
め

る
措
置
が
企
業
に
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。 

  

【
参
考
】 

 U
SA

 Today 

（February 28, 
2005

）. H
alf-full or half-em

pty? 
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50% of w
orkers satisfied w

ith 
jobs.  
 

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
・
ボ
ー
ド 

ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ 

 h
ttp://w

w
w

.con
feren

ce-
board.org/utilities/pressD

etail.
cfm

?press_ID
=2582 

 

谷
本
寛
治
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
経
営
　
企
業

の
社
会
的
責
任
と
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ

ー
」
（
二
〇
〇
四
） 

（
国
際
研
究
部
　
吉
原
夕
紀
子
） 

  

中
国
／
「
二
〇
〇
四
年
労
働

社
会
保
障
の
発
展
に
関
す
る

統
計
」
発
表
さ
れ
る 

　
二
〇
〇
五
年
五
月
一
八
日
、
労
働

社
会
保
障
部
と
国
家
統
計
局
は
、
二

〇
〇
四
年
一
年
間
の
労
働
お
よ
び
社

会
保
障
の
動
向
概
況
に
つ
い
て
発
表

し
た
。
以
下
で
は
、
同
報
告
の
概
要

を
紹
介
す
る
。 

　
二
〇
〇
四
年
の
就
業
者
数
は
、
全

国
の
都
市
農
村
を
合
わ
せ
七
億
五
二

〇
〇
万
人
、
産
業
別
に
み
る
と
、
第

一
次
産
業
就
業
者
は
四
六
・
九
％
と

半
数
を
占
め
、
第
二
次
産
業
が
二
二
・

五
％
、
第
三
次
産
業
が
三
〇
・
六
％

で
あ
っ
た
。 

　
一
方
、
失
業
者
数
は
八
七
二
万
人

で
失
業
率
は
四
・
二
％
と
二
〇
〇
三

年
と
比
較
し
て
〇
・
一
％
下
が
っ
て

い
る
。
特
に
、
国
有
企
業
改
革
に
よ

り
多
数
の
下
崗
（
リ
ス
ト
ラ
）
労
働

者
が
生
み
出
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
四

年
は
一
五
三
万
人
で
、
前
年
よ
り
一

〇
七
万
人
減
少
し
て
い
る
ほ
か
、
九

二
万
人
が
再
就
職
を
果
た
し
て
い
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
四
年
に
新
た
に
労
働

市
場
に
参
入
し
た
就
業
者
の
数
も
九

八
〇
万
人
で
当
初
目
標
を
八
〇
万
人

上
回
っ
た
。 

 

こ
れ
ら
の
数
字
は
、
中
国
に
お
け

る
職
業
安
定
政
策
と
そ
の
取
り
組
み

が
成
功
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。 

　
労
働
市
場
で
は
需
給
調
整
の
た
め
、

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
進
め

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
部
は
す
で

に
完
成
し
、
全
国
一
一
七
都
市
で
四

半
期
ご
と
に
需
給
分
析
報
告
を
発
表

し
て
い
る
。
全
国
に
職
業
紹
介
機
関

が
三
万
三
八
九
〇
カ
所
設
け
ら
れ
、

そ
の
う
ち
公
共
職
業
紹
介
機
関
は
二

万
三
三
四
七
カ
所
で
、
職
業
斡
旋
の

成
就
率
は
前
年
比
で
一
五
・
六
％
上

昇
し
て
い
る
。 

　
社
会
保
障
事
業
に
つ
い
て
は
、
養

老
保
険
、
失
業
保
険
、
医
療
保
険
、

労
災
保
険
、
出
産
保
険
と
も
加
入
者

を
増
や
し
、
基
金
予
算
も
伸
び
を
示

し
て
い
る
。
養
老
保
険
の
運
用
に
つ

い
て
は
、
人
・
サ
ー
ビ
ス
の
管
理
を

町
内
会
組
織
（
街
道
）
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
組
織
（
社
区
）
が
管
理
す
る
社

会
化
管
理
が
全
国
に
浸
透
し
、
全
国

の
企
業
退
職
労
働
者
の
九
三
・
二
％

に
あ
た
る
三
四
三
〇
万
人
を
カ
バ
ー

し
た
。 

　
社
会
保
険
基
金
を
監
督
・
監
査
す

る
目
的
で
二
六
の
省
で
社
会
保
障
監

督
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
基
金
監
督

管
理
の
方
法
が
定
め
ら
れ
た
。
監
査

の
実
施
に
よ
り
大
部
分
の
省
や
直
轄

市
で
基
金
の
流
用
な
ど
違
反
行
為
が

摘
発
さ
れ
、
取
り
締
ま
ら
れ
て
い
る
。 

　
一
方
で
、
養
老
保
険
を
補
完
す
る

目
的
で
設
置
さ
れ
た
企
業
年
金
制
度

の
構
築
が
「
企
業
年
金
試
行
弁
法
」

「
企
業
年
金
基
金
管
理
弁
法
」
の
施

行
な
ど
法
制
の
整
備
に
よ
り
、
一
層

進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
都
市
型
社
会

保
障
体
系
モ
デ
ル
と
し
て
、
吉
林
省

と
黒
龍
江
省
で
は
国
有
企
業
リ
ス
ト

ラ
退
職
者
が
基
本
生
活
保
障
と
失
業

保
険
を
同
時
に
受
け
取
れ
る
サ
ー
ビ

ス
を
試
験
的
に
開
始
し
た
。 

　
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
む

け
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
も
積
極
的
に
進

め
ら
れ
て
お
り
、
社
会
保
障
情
報
を

全
国
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
接
続
運
用
さ
せ
る
た
め
の
「
金

保
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
展
開
さ
れ
た
。

二
〇
〇
四
年
は
、
第
一
期
建
設
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
全
面
的
に
始
動
し
、
中

央
レ
ベ
ル
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
立
ち
上

げ
と
各
地
で
の
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ

報
告
作
業
が
完
了
、
新
疆
生
産
建
設

兵
団
を
含
む
三
二
省
と
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
接
続
が
実
現
し
た
。 

 

ま
た
、
二
〇
〇
四
年
は
、
「
労
働

監
察
保
護
条
例
」
を
発
布
し
、
労
働

者
の
権
利
保
護
に
重
点
を
置
い
た
施

策
を
展
開
し
た
。
全
国
三
〇
の
省
、

自
治
区
、
直
轄
市
で
賃
金
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
制
度
が
実
施
さ
れ
、
一
四
〇
の

大
中
都
市
で
労
働
力
市
場
賃
金
ガ
イ

ド
基
準
を
発
表
し
、
一
三
都
市
が
業

種
別
人
件
費
情
報
を
発
表
し
た
。
二

九
万
社
が
賃
金
集
団
協
議
制
度
を
導

入
し
て
い
る
。 

　
政
府
に
よ
る
イ
ン
フ
ラ
基
盤
整
備

に
よ
り
改
善
さ
れ
る
就
業
、
社
会
保

障
に
対
し
て
、
企
業
内
の
労
働
関
係

は
近
年
悪
化
の
傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
。

二
〇
〇
四
年
は
前
年
よ
り
四
万
件
多

い
、
二
六
万
件
が
労
働
争
議
仲
裁
委

員
会
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、

集
団
労
働
争
議
案
件
は
、
一
・
九
万

件
で
前
年
よ
り
七
二
・
二
％
の
増
加

で
あ
っ
た
。 

 

各
級
レ
ベ
ル
で
の
年
間
終
結
案
件

は
二
五
・
九
万
件
で
終
結
率
も
九
三
・

二
％
と
高
率
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
労

働
紛
争
処
理
制
度
の
整
備
も
進
み
つ

つ
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
紛

争
処
理
手
続
に
関
す
る
法
律
が
未
整

備
な
た
め
、
さ
ら
に
具
体
的
な
法
的

整
備
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

（
国
際
研
究
部
・
主
任
調
査
員
　 

野
村
か
す
み
） 


